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直方市地域子育て支援センター運営業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

直方市地域子育て支援センター運営業務委託 

 

２ 業務の目的 

おおむね就学前の児童をもつ保護者とそのこどもや妊娠中の方（以下「子育て親子」という）が気軽

に集い、相互に交流できる場を提供するとともに、子育て講習会や育児についての相談、情報の提

供、助言その他の援助等を行うことにより、子育てに関する不安の軽減や負担感の緩和を図り、安心

して子育てができる環境を整備し、身近な地域の子育て支援機能の充実を図ること。 

あわせて、古町商店街に位置し明治町商店街とも近接している環境を活かした『こども×商店街』

賑わいの創出という、多世代交流スペースここっちゃの開設コンセプトに基づき、子育て世帯のみなら

ず、世代、性別を超えた市民の交流促進を目的に、商店街等との連携を図ること。 

 

３ 委託期間 

契約期間は、契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。 

（１）準備期間 

業務の準備期間は、契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。準備期間において必要とな

る経費については、受注者の負担とする。 

（２）履行期間 

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。 

 

４ 事業運営に関する業務基準 

（１）事業の実施場所 

ア 施設名  ：直方市地域子育て支援センター 

イ 実施場所：直方市古町 5 番 35 号 多世代交流スペースここっちゃ内 

            事務室、倉庫、みんなの広場及びみんなの和室 

※みんなの広場及びみんなの和室は共用とし、子育て親子が一緒に遊べるスペース（以下、「あそ

びの広場」という）として使用するものとする。 

※別紙フロアガイド及び平面図も参照すること。 

（２）開設時間及び休所日 

ア 開設時間 

  午前８時３０分から午後５時まで 

ただし、あそびの広場の開所は午前 10 時から午後 4 時までとする。 

なお、気象警報が発表された場合等、発注者が特に認めたときは開所時間を変更することがあ

る。また、あそびの広場の開所時間以外の時間については、みんなの広場及びみんなの和室は

貸しスペースとして多世代交流スペースここっちゃの管理者が管理する。 
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イ 休所日 

① 毎週土曜日 

② 年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで） 

③ 発注者が休所を必要と認める日 

（３）業務内容 

ア あそびの広場等を活用した子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進 

① 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場を設置し、子育て親子間の交流を深め

る取組を実施すること。 

② 季節のイベント等を企画し定期的に開催すること（月１回以上）。 

③ 受付表を備え、利用者統計をとること。また、駐車場を利用する利用者に対して駐車券を手

交するとともに、その旨を受付表に記録すること。 

イ 子育て等に関する相談及び援助 

① 子育ての不安や悩みに対する相談、援助を実施する。 

② 相談内容や日時等を記録した相談内容記録簿を作成し、月単位でとりまとめて発注者に提

出すること。 

③ 緊急性の高い相談や対応が困難である相談については、速やかに発注者に報告すること。 

④ 「４ 事業運営に関する業務基準」（2）アの開設時間内に受け付けた相談は、対応が終了する

まで行うこと。 

ウ 地域の子育て関連情報の収集及び提供 

    子育て親子が必要とする地域の様々な育児や子育てに関する情報を取集し、提供すること。 

エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） 

子育て親子等を対象に、子育て及び子育て支援に関する講習等を企画し実施すること。 

オ 子育てサークル活動等を行う者の育成及び支援 

カ 児童虐待防止のための関係機関との連携 

① 子育て親子の心身の状態や態度などの観察、対話による情報収集等により児童虐待の早期

発見に努めること。 

② 必要に応じて関係機関と連携し、適切な対応を図ること。 

キ 商店街をはじめとした地域の団体との協働等による多世代との交流促進事業の実施及びそれに

よる子育て親子の育ちを継続的に支援する取組 

ク 施設、設備、備品の管理と環境整備 

① 適宜換気や消毒を行い、健康に過ごせる環境を整えること。 

② 日常的に施設や設備の点検を実施し、安全対策や危険箇所の事前把握、防犯対策や安全管

理を徹底すること。また、貸与備品の適正管理を行うこと。 

③ 施設内の事業実施場所以外のエリア及び施設全体の管理等に関する事項については、施設

管理者と協議の上実施すること。 

ケ 専用ホームページの開設及び施設の周知 

コ ＳＮＳを活用した子育てやイベントに関する情報発信 

サ 施設たよりの発行（月 1 回以上） 

シ その他 
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① 子育て支援事業等への協力 

直方市、直方市教育委員会または委託された事業者等が子育て支援事業等を本施設で実

施する際には、発注者と協議の上、本施設の利用に協力をすること。 

② 行政視察等の対応 

③ 児童生徒のインターンシップ受入 

④ アンケート調査を実施し、事業の充実についての検討及び改善を行うこと。 

⑤ トイレや授乳室等の利用を希望する者が来館した場合は、必要に応じて対応すること。 

⑥ その他、直方市または直方市教育委員会が必要と認める事業について、必要に応じて発注

者と協議の上、実施に協力すること。 

（４）施設外での業務内容 

ア 市内商業施設等にて出張子育て相談を開催し、本施設への来所啓発や子育て情報の発信を行

う（週１回以上） 

イ ユメニティのおがたでの「子育てひろば」の開催（年１２回程度） 

ウ 筑豊高等学校での子育てサロン「ちくちくワンダーランド」の実施（年 7 回程度） 

※ただし、実施にあたっては、筑豊高等学校との連絡調整業務は市担当部署の職員が行うこと

とし、同部署職員同行のもと実施すること。 

（５）その他運営に関する留意事項 

ア 関係法令の遵守 

事業の運営にあたっては、本仕様書の他、関係法令等を遵守しなければならない。特に、次の法令等

に留意すること。なお、受託期間中に法令の改正又は関係通知等があった場合には、その対応方法

及び対応時期について、発注者と協議して決定するものとする。 

・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

・児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

・児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号） 

・地域子育て支援拠点事業の実施について（令和６年３月 30 日付けこ成環第 113 号こども 

家庭庁成育局長通知） 

・直方市地域子育て支援センター事業実施要綱（平成 14 年 3 月 29 日告示第 50 号） 

・直方市多世代交流スペースここっちゃ設置条例（令和 5 年 3 月 10 日条例第 3 号） 

・労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

・直方市公契約条例（平成 25 年 12 月 2０日直方市条例第 28 号） 

・直方市契約規則（平成 27 年 3 月 31 日規則第 24 号） 

・直方市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 4 年 12 月 12 日条例第 27 号） 

・直方市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱規程（令和 5 年 3 月 31 日告示

第 80 号） 

イ 運営業務の一括委託の禁止 

業務の執行は受注者が自ら行うことを原則とし、受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、

又は請け負わせることはできない。ただし、業務の一部（会計や労務管理等）について、あらかじ

め発注者が認めた場合はこの限りでない。 
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ウ 個人情報の取り扱い 

受注者は、本業務を行うにあたり、個人情報を取扱う場合は、セキュリティポリシー等を作成した

上で、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止その他の個人情報を適切に管理し、

個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 

エ 守秘義務 

受注者は、本業務を行うにあたり業務上知り得た秘密を、第三者に漏らしたり、自己の利益のた

めに使用したりすることはできない。なお、委託契約期間が満了し、もしくは契約を取り消され、ま

たは従事者が職務を退いた後においても同様とする。 

オ 情報公開 

受注者は、直方市情報公開条例（平成 31 年 3 月 22 日条例第 3 号）の趣旨を尊重し、発注者を

通じて本業務の実施にあたり保有する文書の閲覧等の請求があったときは、速やかに応じるよう

努めるものとする。 

カ 文書の管理・保存 

本業務を行うにあたり作成し、または受領した文書などは、直方市文書規定（令和 4 年 3 月 30

日告示第 89 号）に準じ、適正に管理・保存することとする。また、委託契約期間満了時に、発注者

の指示に従って引き渡すこととする。 

キ 事業実績報告書及び収支決算書の提出 

受注者は、事業実績報告書及び収支決算書を翌年 4 月末日までに、発注者へ提出しなければなら

ない。 

ク 報告及び目的と評価 

受注者は、本施設の日々の利用状況を記録し、利用状況報告書及び業務完了報告書を翌月 5

日までに発注者に提出しなければならない。 

なお、運営に当たっては、関連する各種計画や施策との整合性を図りながら目標を設定し、定期

的に評価することで、より効果的な支援に向けて運営方法を見直していくこと。また、その内容に

ついて、事業報告書に記載すること。評価の際には、利用者の声や満足度を反映することが望ま

しい。 

ケ 状況報告及び現地調査 

発注者は、事業の運営状況について受注者に報告を求めることができるとともに、必要に応じて

現地調査を行うことができる。なお、受注者はこれを拒むことはできない。 

コ 苦情等の対応 

受注者は、事業の運営等について利用者から苦情等を受けた場合は、適切な対応を行い、誠意

ある解決を図るとともに、その内容及び結果を発注者に報告しなければならない。 

サ 児童虐待への対応 

児童虐待が疑われる場合や専門的な支援が必要と思われる場合には、速やかに発注者に報告

し、関係機関と連携して適切な対応を図ること。 

シ ここっちゃ関係者会議への出席 

    ここっちゃ関係者会議に出席し、スケジュールの調整等の情報共有をすること（月１回程度）。 

ス その他 

（３）及び（４）までの事業の実施するにあたっては、受注者は原則として利用者から利用料を徴収

してはならない。ただし、材料費等の実費が発生する場合には、利用者から実費を徴収することが
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できる。 

 

５ 職員の配置等 

（１）職員の配置 

ア 子育て支援に関して意欲があり、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する専任の

者を常時２名以上（うち 1 名は実務経験を有する責任者）配置すること。 

イ 責任者は発注者との連絡調整を行うこと。 

（２）職員の勤務形態 

職員の勤務形態は、利用者の安全性の確保を念頭に置き、職員の健康状態に留意した上で、施設

の運営が円滑に遂行されるよう定めること。 

（３）職員の資質向上 

受注者は、職員の資質向上を図るため、研修などを実施し、または研修等を受講させなくてはならな

い。 

 

６ 提出書類 

受注者は、業務開始等にあたり、次の書類を発注者に提出しなければならない。 

提出書類 提出時期 備考 

業務従事者（変更）届出書 業務開始時及び従事者変更前 保育士免許（写）等 

利用状況報告書 

（日誌及び利用人数集計

表、相談内容記録簿） 

毎月の業務終了後、翌月 5 日まで 

緊急性の高い相談については、相

談があった後速やかに 

PDF データを電子メール送

信の後、原本提出 

業務完了報告書 

事業報告書 10 月上旬及び 4 月上旬  

事故報告書 事案発生後速やかに  

 

７ 次期契約者に対する業務の引継ぎ 

（１） 受注者は、次期受注者が他の事業者に変更される場合、業務が円滑に執行されるよう、本契約期

間中に引継期間を設け、次期受注者に対して業務の引継ぎを行うこと。この場合における経費

は、受注者が負担すること。 

（２） 受注者は、引継ぎに際して、発注者から資料等の請求があった場合には、受注者の不利益になる

と発注者が認めた場合を除き、応じるものとする。 

（３） 発注者が引き継ぎ未完了と認めた場合は、契約期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこと

とする。受注者の引継ぎ未完了に伴い損害が生じた場合には、発注者は受注者に対してその損害

額の賠償を求めることができるものとする。 

 

８ 事故発生時の対応 

（１） 業務中に職員又は利用者等に事故等が発生した場合は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、そ

の内容等を速やかに発注者に報告すること。 

（２） 事故等の発生に対し、速やかに原因等を究明し、今後の対応策と併せて発注者に報告すること 
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９ 災害発生時の対応 

（１） 火災や地震、風水害等の発生時には、施設及び利用者の被災に対する第一次責任を有するた

め、利用者の避難誘導、安全確保及び必要な通報等の対応を行ったうえで、発注者に報告するこ

と。また、二次災害の防止に努めること。 

（２） 施設の被害状況を発注者に報告すること。 

（３） 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び直方市災害対策本部条例（昭和 40 年 3 月

26 日条例第 4 号）に基づく直方市災害対策本部の指示または協力依頼があった場合、協力する

こと。 

 

１０ その他特記事項 

 （１） 発注者は、受注者が配置する職員（責任者を含む）が適正に欠けると判断した場合、当該職員の

改善又は変更を求めることができる。受注者は、それを受けて速やかに対処しなければならな

い。 

 （２） 不測の事態により受注者が業務を行うことが不能となった場合、受注者は速やかに発注者に連

絡を行わなくてはならない。 

 （３） 受注者は緊急事態に対応できるよう、緊急時の体制を整備するための対応マニュアルの作成や

避難訓練等により、事故や災害の発生に備えるよう努めなければならない。また、事業実施にあ

たっては、乳幼児や妊産婦の利用を念頭に置き、常に衛生管理の徹底及び安全管理に努めなけ

ればならない。 

 （４） 発注者がアンケート調査等を行う場合には協力すること。 

 （５） 発注者は、必要に応じて施設や備品、各種帳簿等の検査を行うことができる。 

 （６） 施設の使用や維持管理等に関する事項については、発注者の指示に従い本業務を行うこと。 

 （７） 受注者が、発注者が行う報告の要求、検査又は必要な指示に従わないときは、委託契約を解除

し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 （８） 発注者の積算額を上回る最低賃金の上昇があった場合は、発注者と受注者とで協議し、変更契

約をすることができる。 

 （９） 保険については、利用者（子育て親子）及び職員等を対象とした傷害保険・賠償責任保険に必ず

加入すること。また、保険証券の写しなど加入状況が確認できるものを発注者に提出すること。

（本業務の実施の範囲内の保険とし、直方市地域子育て支援センター内の業務に限らない。） 

 （10）その他、本仕様書に定めのない事項または業務の内容及び処理について疑義が生じた場合につ

いては、発注者と受注者とで協議の上、決定するものとする。 

 

１１ 分担区分 

費用・リスクの各分担区分は別表に掲げるとおりとする。 
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（別表１） 費用負担区分 

費 用 発注者 受注者 

人件費（法定福利費、福利厚生費含む）  〇 

研修費  〇 

物件賃借料 〇  

施設修繕費（大規模な修繕、施設利用者による毀損等） 〇  

施設修繕費（受注者の責に帰すべき理由によるもの）  〇 

光熱水費 〇  

施設維持管理費 〇  

固定電話費用 〇  

インターネット回線工事及び月額利用料  〇 

電算機器類設置費用（PC、複合機等）  〇 

印刷製本費  〇 

備品購入費（施設利用者が利用する備品類に限る。） 〇  

消耗品購入費  〇 

講師料・報償費  〇 

業務実施に係る保険の加入（賠償責任保険等）  〇 

利用者の駐車場の確保にかかる費用 〇  

職員の駐車場の確保にかかる費用  〇 

その他業務の実施にあたり必要な経費 （随時、協議） 
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（別表２） リスク分担 

リスク項目 リスク内容 発注者 受注者 

包括的責任 施設設置者としての包括的責任（管理瑕疵を除く） 〇  

法令等の変更 
事業運営に直接影響を及ぼす法令等の変更 〇  

上記以外の受注者に影響を及ぼす法令等の変更  〇 

物価変動 物価変動による人件費、物品等経費の増加  〇 

受注コスト 業務委託開始前に係る準備に要する費用  〇 

税制度の変更 
事業運営に直接影響を及ぼす税制の変更 〇  

上記以外の一般的な税制の変更  〇 

業務内容の変更 

発注者の責任による事業の変更・中止 〇  

受注者の責任による事業の変更・中止  〇 

受注者による業務委託の放棄、破綻による損害  〇 

施設の損壊等に

よる修繕 

受注者の責に帰すべき事由による施設・設備の損壊等

による事業の中断等 
 〇 

上記以外の事由による施設・設備の損壊等による事業

の中断等 
〇  

施設の損壊等に

よる事業の中断 

受注者の責に帰すべき事由による施設・設備の損壊等

による事業の中断等 
 〇 

上記以外の事由による施設・設備の損壊等による事業

の中断等 
〇  

備品等の損傷・損

壊・盗難 

受注者の責に帰すべき事由による備品等の損傷・損

壊・盗難 
 〇 

上記以外の事由による備品等の損傷・損壊・盗難 〇  

業務の引継ぎ 
受注者変更に伴う業務の引継ぎ（次期受注者への引

継ぎを含む） 
 〇 

情報管理 
受注者の責に帰すべき事由により、情報が漏洩したこ

とによる損害 
 〇 

不可抗力 自然災害等による業務の変更・中止・延期 協議事項 

第三者への賠償 
受注者の責に帰すべき事由により損害を与えた場合  〇 

上記以外の事由により損害を与えた場合 〇  

その他 

本表に定める事項に疑義が生じ、または本表に定める事項以外の不測の

事態が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、リスク分担を定めるこ

ととする。 
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（別紙）多世代交流スペースここっちゃフロアガイド 

※令和６年度時点のフロアガイドです。 
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（別紙）多世代交流スペースここっちゃ平面図 

※受注者の専有部分は事務室及び倉庫です。みんなの広場及びみんなの和室は共用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


